
目
　
　
　
次

人
事
委
員
会

○
山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
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…
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…
…
…
…
…
…
…
一

○
山
梨
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

公
安
委
員
会

○
山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

人
事
委
員
会

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号

山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
十
二
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長

小
　
　
澤
　
　
義
　
　
彦

山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

課
●
●
●
●
●
●
長
　
五
種
（
人
事
委
員
会
が

別
表
第
十
二
警
察
部
局
の
部
警
察
本
部
の
項
中

科
学
捜
査
研
究
所
長
　
五
種

認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
四
種
）

「
を
●
●
課
長
●
五
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
四

」
「
庁
舎
整
備
室
長
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
「
生
活
安

種
）
●
●
に
、
「
会
計
調
査
官
」
を
●
●
●
●
●
●
●
●
に
、
「
生
活
安
全
対
策
室
長
」
を

」
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
会
計
調
査
官
」
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
交
通
管

全
対
策
室
長

に
改
め
る
。

理
調
査
官
」

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号

山
梨
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
十
二
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長

小
　
　
澤
　
　
義
　
　
彦

山
梨
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
課
　
　
　
　
　
　
　
●
長

別
表
第
七
本
部
の
項
中
「
課
長
」
を
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
に
、●
「
機
動
隊
長
」
を
「
科
学

高
速
道
路
交
通
警
察
隊
長
」

「
庁
舎
整
備
室
長
●
●

捜
査
研
究
所
長
」
に
、
「
高
速
道
路
交
通
警
察
隊
長
」
を
「
機
動
隊
長
」
に
、

を

企

画

室

長
」
●

「
企

画

室

長
　
　
　
「
会
計
管
理
官
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
交
通
調
査
官

●
●
●
●
●
●
●
●
に
、
●
●
●
●
●
●
●
を
「
会
計
管
理
官
」
に
、
●
●
●
●
●

を
「
交

●留
置
管
理
室
長
」
●
●
●
留
置
管
理
官
」

交
通
管
理
調
査
官
」

北
杜
警
察
署
　
　
　
北
杜
警
察
署

通
調
査
官
」
に
改
め
、
同
表
中
鰍
沢
警
察
署
の
項
を
鰍
沢
警
察
署
の
項
と
し
、
南
部
警
察
署
の
項

上
野
原
警
察
署
●
●
●
南
部
警
察
署

上
野
原
警
察
署

を
削
る
。附

　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号

山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
十
二
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長

櫻
　
　
井
　
　
　
　
　
洋

山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

山
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成
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三
月
十
二
日
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込
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箇
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送
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む
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二
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号
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第
八
条
の
四
を
第
八
条
の
五
と
し
、
第
八
条
の
三
を
第
八
条
の
四
と
し
、
第
八
条
の
二
を
第
八
条
の

三
と
し
、
第
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
留
置
管
理
室
）

第
八
条
の
二
　
監
察
課
に
留
置
管
理
室
を
附
置
す
る
。

２
　
留
置
管
理
室
に
お
い
て
は
、
前
条
第
７
号
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
文
書
管
理
室
」
の
下
に
、「
、
留
置
管
理

室
」
を
加
え
る
。

別
表
第
一
監
察
の
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

監
察

庶
務

表
彰

表
彰

監
察
第
一
　

監
察
第
一

監
察
第
二
　

監
察
第
二
●
●
●
●

留
置
管
理

管
理

室
　
　
　
　
留
置
管
理

護
送

別
表
第
一
厚
生
の
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

厚
生
　

庶
務

健
康
管
理

健
康
管
理

厚
生

厚
生

厚
生
相
談

共
済
　

共
済

「

「

情
報
シ
ス
テ
ム
企
●
情
報
シ
ス
テ
ム
企

画
・
指
導
　
　
　
　
画
・
指
導

情
報
シ
ス
テ

画
・
指
導
●

別
表
第
一
情
報
管
理
の
部
中
　

情
報
シ
ス
テ
ム
運
　
　
を

情
報
シ
ス
テ
ム
運
　
用

用
・
技
術
支
援

情
報
シ
ス
テ
ム
技

情
報
シ
ス
テ

術
支
援

用
●
●
●
●

」

情
報
シ
ス
テ
ム
企

ム
企
　
画
・
指
導

「

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
●
●
に
改
め
、
同
表
捜
査
第
一
の
部
中
　
　
検
視
●
●
●
●
●
●
検
視
●
●

ィ

ム
運
　
情
報
シ
ス
テ
ム
運

用

」

「

検
視
第
一

検
視
第
一

●
●
●
●
●
を
　
　

検
視
第
二

に
改
め
、
同
表
運
転
免
許
の
部
中

」

検
視
第
二
●
●
●
●
検
視
第
三

」

「

行
政
処
分
第
一

行
政
処
分
第
一

行
政
処
分

行
政
処
分
第
二

行
政
処
分
第
二
●
●
●
●

行
政
処
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

に

適
正
検
査
所

講
習

講
習

講
習

適
正
検
査
所

」

」
●

改
め
る
。附

　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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発
行
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一
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目
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一
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刷
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サ
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ニ
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印
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甲
府
市
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目
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